
復職証明書の提出について 

 

現在、育児休業等を取得されている方で、復職後に「※１保育短時間認定」から「※２保育標準時間認定

」への認定時間変更を希望される方や、認定期間に変更が生じる方については、復職日の属する月の前月

中に、復職証明書を提出し、支給認定の変更申請を行う必要があります。 

〔例：４月１日に復職する場合は、提出期限は３月３１日となります。〕 

＊認定時間及び期間の変更が必要ない方は、前月の変更申請は必要ありません。復帰後に直近１週間の勤務実態が記載された

勤務証明書の提出をお願いします。 

 なお、復職後は再度「勤務（内定）証明書（直近１週間の勤務実績が記載されたもの）」の提出が必要

となりますので、ご提出のほどよろしくお願いいたします。 

 

※１ 保育短時間認定の保育時間は、８：３０～１６：３０まで（最長８時間） 

※２ 保育標準時間認定の保育時間は、７：００～１８：００まで（最長１１時間） 

 

復 職 証 明 書 

 

吉川市長（保育幼稚園課） 宛 

■事業所記入欄 

 

 

 

 

 

 

下記の者について、令和  年  月  日から復職することを証明します。 

就労者氏名  

勤務先の名称及び電話番号 TEL 

勤務先の住所  

勤務日数 １週間あたり   日 

勤務時間 
    ：     ～     ：     （実働  時間） 

【休憩時間  有（   分）・ 無  】 

休業期間（必ず記載してください） 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

■保護者記入欄 

児童(乳幼児)氏名  保育施設名    保育所（入所中・申込中） 

児童(乳幼児)氏名  保育施設名    保育所（入所中・申込中） 

児童(乳幼児)氏名  保育施設名    保育所（入所中・申込中） 

 

 

 

証明日   令和     年    月    日 

事業所名 

代表者氏名 

所在地 

電話番号 

記入者氏名        〔部署〕 

キ リ ト リ 

 
社印 


